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十日町市健康づくり推進課 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中、季節性インフルエンザの流行

に備え、り患すると重症化しやすい高齢者等の定期接種の対象者に対するインフルエン

ザ予防接種費用を無料化します。 

 

１ 助成対象者及び助成額 

  対象者 接種日現在65歳以上の方（定期接種対象者）※ 

      ※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の心臓、腎臓、呼吸機能障害など身体障がい者

手帳１級相当の方等 

 

  助成額 自己負担額1,650円を無料 

 

２ 助成期間 

  10月１日から 12月 31日までに接種したもの 

 

３ 助成方法 

 ・市内医療機関及び津南病院・古藤医院・石川医院・藤巻医院は医療機関への直接助成 

 ・市外など上記医療機関以外で予防接種を受けるときは償還払い 

 

４ 国のインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけについて 

   65歳以上の方（定期接種対象者）で接種希望の方は 10月１日以降早めの接種を勧

めています。 

 

５ 添付資料 

・季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い（厚生労働省） 

 

 

 

 

高齢者等のインフルエンザ予防接種費用の無料化について 

■お問合せ先  

 十日町市健康づくり推進課 母子保健係 

 担当：越村智子 ☎025-757-9759（内線131）  

十日町市 



皆様へのお願い

・接種に当たっては、あらかじめ医療機関にお電話での予約をお願いします。

・感染防止の3つの基本である ①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い の徹底も

お願いします。

令和２年９月

・インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の
体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体
調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いします。

※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますのでご確認下さい。

65歳以上の方（定期接種対象者）※

医療従事者
基礎疾患を有する方
妊婦
生後6ヶ月～小学校２年生

接種希望の方はお早めに

接種希望の方はお早めに

上記以外の方は
10月26日まで接種をお待ちください

65歳以上の方の接種ができるよう
ご協力をお願いいたします

上記以外の方も接種できます

10月 1日～

10月26日～

季節性インフルエンザワクチン
接種時期ご協力のお願い

今年は過去5年で最大量（最大約6300万人分）のワクチンを供給予定ですが、
より必要とされている方に確実に届くように、ご協力をお願いします。！

・お示しした日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。


